
土地所有者

市長

有償譲渡の届出（法４条）、買取希望の申出（法５条）の手続きフロー

１　第４条第１項第１～５号規定の土地の届出
　　第５条第１項規定の買取希望申出

届出・申

買取り希望する地方公共団
体等があるとき

協議主体となる地方公共団
体等の決定

買取り希望する地方公共団
体等がないとき

土地所有者

その旨を市長から通知

（届出等から３週間以内）

第三者へ譲渡

その旨を市長から通知

（届出等から３週間以内）

土地所有者 協議主体の地方公共団体

協議 協議が整わないとき 第三者へ譲渡

協議が整ったとき

土地所有者と協議主体
である地方公共団体等
との間で売買契約締結

買取り協議通知書のあった日から
３週間経過後または協議が成立し
ないことが、明らかになったとき以降

受理書交付


